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－１－

水道事業は、料金収入をもって経営を行う独立採算制を基本原則としながら、

住民生活に必要不可欠な水を提供する役割を果たしており、将来にわたり安定

的に供給していくことが必要です。今後、サービスの提供に必要な施設等が老

朽化していることや、人口減少に伴う料金収入の減少などの課題に対応するた

め、国が示したガイドラインに基づき、現在の経営状況を分析し、将来に向け

て持続可能な水道事業経営を目的として戦略を策定するものです。

１ 現況

本町の水道は、昭和 30 年に創設した鮎貝簡易水道ほか４つの簡易水道と、昭

和 35 年～昭和 37 年にかけて創設した荒砥上水道を昭和 46 年に統合し、白鷹町

上水道となりました。その後も鷹山簡易水道、黒鴨簡易水道、海生簡易水道を

白鷹町上水道に統合し、現在は白鷹町上水道、針生簡易水道、細野飲料水供給

施設の３事業となっています。

（１）給水

供用開始年月日 昭和 36 年 8 月 計画給水人口 20,812 人

法適（全部・財

務）・非適の区分

法適用（全部） 現在給水人口 13,920 人

有収水量密度 0.24 千㎥/ha

（平成 28 年度末現在）

（２）施設

水源 ■表流水、□ダム、□伏流水、■地下水、□受水、■その他（湧水）

施設数 浄水場設置数 1 管路延長 197 千 m

配水池設置数 17

施設能力 9,946.9 ㎥/日 施設利用率 41.0％

（平成 28 年度末現在）

第１章 経営戦略の目的

第２章 水道事業の概要
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（３）料金

水道メーターの口径別料金となっており、下記一覧表にある基本料（毎

月固定）＋従量料金（使用料で変動）です。

種別 定義 対象となる経費

基本料金 水道メーターの口径ごとご

負担いただく料金

固定的にかかる経費

（水道メーター設置費、検針、

料金徴収経費 等）

従量料金 毎月の使用水量に応じご負

担いただく料金

給水量に応じて変動する経費

（動力・薬品費施設の維持管

理費 等）

基本料金 単位：円/月（8％税込）

メーター口径 φ13 ㎜ φ20 ㎜ φ25 ㎜ φ30 ㎜ φ40 ㎜ φ50 ㎜ φ75 ㎜

基本料金 864 1,080 2,160 4,860 5,400 7,020 8,640

従量料金 単位：円/㎥（8％税込）

月の使用料 50 ㎥まで 51 ㎥以上

従量料金 162 194.4

料金改定は昭和 63 年 7 月 1 日に行いました。

（４）上水道組織職員数（5 名）

課長 課長補佐 係長 係員

水道部門 1 名 1 名 水道係 1 名

水道工務係 1 名 水道工務係 1 名

（平成 28 年度末現在）

２ これまでの主な経営健全化の取組

＜昭和 40～50 年代＞

戦後の高度経済成長期に水道の普及率増加や家電電化製品等の普及、生活

環境の変化による水道水の使用量が急激に増加しました。また、当時各地区

に点在した簡易水道を上水道に統合し、水道水の安定給水と経営の効率化、

健全化に向けて昭和 47 年に白鷹町上水道第 2 期拡張事業、昭和 56 年に白

鷹町上水道第 3 期拡張事業に着手、水道水の普及を図りながら事業を推進し、

白鷹町上水道において計画給水人口 20,500 人となりました。



－３－

＜昭和 60 年代＞

昭和 62 年に更なる水の管理効率化を図るため津島台浄水場に集中監視装

置を導入し、町内の各配水池の配水流量や水位の監視によりほかの水源と水

の相互融通を効率的に行うことができるようになりました。また、夜間の配

水流量の監視により漏水の早期発見、有収率（供給した配水量に対して料金

徴収の対象になった水量）の向上にもつながりました。

＜平成以降＞

昭和 30 年代～40 年代に水道水の普及を図るために布設された石綿管が

老朽化し突発漏水が頻発する傾向にあったため、平成 4 年度～平成 15 年度

に老朽管更新事業により配水管布設替工事を実施しました。配水支管が備え

るべき耐震性能を有する管種や継手を採用し、水道水の安定給水に向けて災

害に強い管網を形成することができました。この管網により、低廉な水源の

水道水を優先するなどよりきめ細かな水の相互融通を図ることができるよ

うになり、更に効率的な水の管理ができるようになりました。

３ 経営比較分析表を活用した現状分析

別紙 1 のとおりです。

１ 給水人口の予測

白鷹町の給水人口は、総人口の減少と共に減少を続けています。給水普及率

は平成 28 年度末で 97.8％と既に高い数値であるため、普及率の増加による給

水人口増への期待は薄く減少を続けると思われます。将来の人口予測について

は国立社会保障・人口問題研究所が公表した数値を基に算出しておりますが、

経年の行政人口が研究所の予測値よりも上回っているため、将来においてはそ

の比率でもって行政人口を算出しています。平成 28 年度末の給水人口は、

13,920 人ですが平成 39 年度には 12,000 人程度と見込まれます。

第３章 将来の水道事業環境
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２ 有収水量の予測

下図は、水道事業の料金収入に係わりがある有収水量についての経年と将来

の推移を見込んだグラフです。グラフの有収水量内訳として大部分を占める

「家庭一般」の水量は、町人口に比例して減少すると推計します。「工場」に

関しては過去の推移からは将来の予測が困難なため、過去 5 年間の平均値を今

後の予測値としました。「業務（学校・病院・官公暑団体）」は今後も同じ減少

率で減少すると推定しました。「その他（プール・臨時）」は一定の傾向がない

ため過去の推移より平均した水量を予測値としています。このことから、平成

39 年度の有収水量を 1,221 千㎥程度と設定します。
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３ 料金収入の見通し

２の有収水量の予測により、H24～H28 平均の供給単価 200.5 円を有収水

量に乗じて H30 から H39 の料金収入（給水収益）を算定しました。最終年度

である平成 39 年度は 244,820 千円程度となる見込みです。（※H18～H28 は決算

書に基づいた数値です。）

４ 施設の見通し

別紙１の「経営比較分析表」に記載されている「分析欄２老朽化の状況につ

いて」のとおり、類似団体と比べて管路の更新は進んでおり、有収率が高いの

が特徴です。しかし管路以外の水道施設の老朽化が進んでいます。人口減少に

よる水需要の減少が予測され、施設の余剰能力は今後も増加する（「施設の効

率性」参照）と予想されます。

５ 組織の見通し

平成 12 年度では、工務部門担当と業務部門担当あわせて 6 名でしたが、平

成 29 年度は水道係 1 名、水道工務係 2 名の計 3 名で運営しています。浄水場

の運転管理や開閉栓業務、料金業務関連の一部を委託していますが、今後突発

的な緊急事態や老朽化した水道施設の機能維持への対応、また水道に関する技

術の継承も視野にいれながら組織体制や業務委託等について検討していく必

要があります。
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本経営戦略の計画期間は平成３０年度から平成３９年度までの１０年間とし

ます。

今後、給水人口の減少に伴い有収水量が減少し、料金収入も減少すると見込

まれる中で、「安全で安心できる、おいしい水を安定的に供給する。」ため、限

られた資産や財源をより有効に活用しながら、経営の合理化・効率化を更に推

進し、持続可能な経営基盤の確立を目指していきます。また災害時の応急対策

等の充実強化を図っていきます。

１ 安定給水

津島台浄水場では、町内にある各水道施設のデータ（配水池の水位、配水

流量、水質計器類）をテレメータ装置により 24 時間集中監視しており、異常

時の早期発見、各ポンプ場の遠隔操作による迅速な対応で、安定給水に努めて

いきます。また、水源の浅井戸 2 箇所、湧水 5 箇所（細野以外）の給水区域

と津島台浄水場（表流水）の給水区域は管網でつながっており、漏水等管路事

故があった場合、相互に水を融通することができることから、漏水等で断水を

伴った場合でも、範囲を最小限にとどめられるよう対応していきます。さらに、

安定給水にむけて、今後、針生簡易水道と上水道区域を管で連結し、上水道区

域に統合することで水の融通を図っていきます。

２ 水質管理

水道法で定められている水質基準項目、耐塩素性病原生物「クリプトスポリ

ジウム及びジアルジア」及び、放射能検査を厚生労働大臣登録機関に委託し水

質検査を実施しています。また、各給水系統ごとに毎日検査（残留塩素測定な

ど 5 項目）をモニターの方に委託し実施しています。今後も引き続き、毎年度

作成する水質検査計画に基づき実施していきます。

３ 水道施設の更新・耐震化

前述の「有収水量の予測」に基づき過大な設備投資とならないようダウンサ

イジングやスペックダウンして再構築することを基本とし、防災・安全対策の

面でも、管路の更新には耐震管を採用するなど、費用と機能を両立する更新内

容とします。

第５章 経営の基本方針

第４章 計画期間
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４ 漏水対策

近年、漏水調査委託等により積極的に漏水対策を実施しており、今後も高い

有収率を維持するよう漏水防止に努めていきます。

５ 災害対策

災害時に想定される管の漏水、水道施設の停電などに対応するため、漏水補

修金具、配管資材、給水車、給水タンク、ポータブル給水袋、非常用自家発電

機、ポータブル発電機などを常備しています。万が一の時に被害を最小限にし、

迅速に復旧できるよう災害対策のマニュアル更新や「白鷹町水道工事組合」な

ど関連団体と連携して対応していきます。

６ 経営の合理化・効率化の検討

将来の有収水量の減少による料金収入が見込まれる中、また米沢市を中心と

した定住自立圏構想が検討されている中で、近隣市町村との連携を密にし、事

務の共同処理など広域化に向けた協議・検討をしていきます。また、今後も、

町のホームページなどで、水道事業の経営比較分析、経営戦略を住民の方へお

知らせし、水道事業の現状と方向性を示します。現在のところ、水道料金は改

定しない見通しですが、経営戦略の検証・見直しを行い、必要があれば料金改

定を検討します。

収支計画は別紙 2 のとおりです。計画期間中は純損益が赤字になることはな

く、投資費用については内部留保資金、利益剰余金の取崩しで賄える見込みで

す。

１ 収益的収支について

財源の主なものは、水道料金収入と一般会計繰入金になります。重要と思わ

れる点は、現在高い水準である有収率を維持し、配水する水を無駄なく料金収

入に結びつけることです。このため、計画最終年度平成 39 年度までの有収率

を 90％以上に維持することを目標とします。また一般会計繰入金に関しては、

地方公営企業繰出金の基準に基づき繰入予定です。収益に関する水道料金の見

込みは前述の給水収益を使用しました。また人件費については異動がないこと

を想定し、平成 29 年度金額に人事異動がなかった年の伸び率 1.018 を乗じて

試算しました。今後増加すると思われる修繕費については、3,250 万円を基準

値としました。減価償却費については、現在の減価償却費予定額に、新たな建

第６章 投資・財政計画（収支計画）
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設改良で取得する資産が翌年度から償却されることを考慮し、法定対応年数

40 年と仮定し加えていく手法をとりました。10 年間は起債を行わず建設改良

を行う予定ですので、支払利息は現在の償還予定額で見込んでいます。

２ 資本的収支について

（１）建設改良費

施設更新の説明のため、過去の建設改良費の実績から試算した資産の帳

簿原価（現在価値）を示します。

上記の資産について、法定耐用年数での単純更新では一時期に大きな更

新費用が見込まれます。そのため、管路を含めた既存水道施設において「安

心・安全・安定給水」を維持しながらも、更新の際は前述の「有収水量の

予測」などに基づき過大な更新費用にならないよう、ダウンサイジングや

スペックダウンして再構築することを基本とし、防災・安全対策の面でも、

管路の更新には耐震管を採用するなど費用と機能を両立する更新内容と

します。水道本管においては法定耐用年数 40 年ですが、ダクタイル鋳鉄

管の実使用年数は 80 年とのデータもあり、金属管の腐食度合いや樹脂管

の突発漏水の状況を判断し、健全度を見極めながら、更新時期や優先度を

決定していきます。機械電気設備（ポンプ類や監視装置など）は、日常の

点検や修繕履歴からその機能によって事後保全や予防保全に努め、更新時

期及び優先度を決定します。また平成 39 年度までの計画期間内に、新荒

砥橋関連の本管工事（平成 34 年度まで）を予定しており、その事業費を

収支計画の建設改良費に計上しています。
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－９－

（２）建設改良費等の財源

資本的収入額が資本的支出額（主に建設改良費と企業債償還金）に不足

する額については、損益勘定留保資金、利益剰余金の取り崩し等で補填す

る予定です。企業債については近年新しく起債したものはなく、平成 33

年度をピークに企業債償還金は減少する見通しです。

（３）針生簡水・細野小規模水道の上水道への統合

針生簡易水道は針生・大瀬地区に給水し、針生に水源（湧水）がありま

す。原水水量が少ないため漏水や火災発生時に配水池の水位回復に時間が

かかる状況です。有事の際の安定給水に向けて中山側の水道本管と接続、

上水道区域に統合し、水の融通を図ります。将来的には針生配水池及び針

生水源地のポンプ設備が更新時期を迎える前に中山からの常時給水に切

り替えるダウンサイジングにより、更新費用や電気代を抑えることができ

ます。

細野小規模水道は細野水源（湧水）から滝野（細野）地区のみに給水し

ております。こちらは上水道区域から離れているため細野の水道施設はそ

のまま使用し、維持管理及び事務の効率化をはかるため上水道区域に統合

していきます。
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－１０－

（４）本経営戦略期間内の主な事業スケジュール（予定）

３ その他の取組について

上水道区域において各水源からの配水管は管網で繋がっており、水の相互融

通ができるようになっています。これは漏水や渇水により断水または水道水が

不足する状況になることが事前に予測できる場合に、ほかの水源から給水でき

るようにしているものです。特に、一番給水能力が高い津島台浄水場は、ほか

の地下水や湧水を水源とする配水系統のほぼ全てをカバーすることができる

ようになっています。しかし 1 ㎥の水道水を配水するためにかかる経費は水源

毎に違いがあり、多くのポンプを必要とする浄水場は最も経費がかかり、滅菌

のみで給水できる湧水の水源が最も低廉な水道水となっています。通常時は、

低廉な水源の水道水をできるだけ利用し、浄水場の経費を抑える運用を継続す

ることで、今後も経費と安定給水両方に貢献できる運用をしていきます。

毎年度進捗管理（モニタリング）を行い、3～5 年毎に経営戦略の見直しを行

います。投資・財政計画（収支計画）の検証や将来予測の見直しなどに応じて、

その内容を経営戦略に反映し更新していきます。

事業スケジュール（予定）

Ｈ30 Ｈ31 Ｈ32 Ｈ33 Ｈ34 Ｈ35 Ｈ36 Ｈ37 Ｈ38 Ｈ39

連絡管工事

水道経営認可変更申請

連絡管接続工事

添架管工事

配水管布設工事（鮎貝側）

配水管布設工事（荒砥側）

針

生

簡

水

・

細

野

小

規

模

水

道

関

連

新
荒
砥
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関
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年度

維持管理工事

第７章 経営戦略の事後検証



－１１－

【参考】 平成28年度⇒平成39年度の予測

平成28年度 増減率 平成39年度
給水人口 （人） 13,920 △14％⇒ 12,000
有収水量 （㎥） 1,405,338 △13％⇒ 1,221,000
施設利用率 ％ 41 △10％⇒ 37
給水原価 円/㎥ 183 ＋6％⇒ 194
給水収益 円（税抜） 282,407,238 △13％⇒ 244,820,000
純利益 円（税抜） 41,097,267 △53％⇒ 19,239,000
利益剰余金 円 94,503,650 △30％⇒ 65,708,000
内部留保資金 円 388,939,097 △13％⇒ 340,221,000



別紙１

グラフ凡例
当該団体値（当該値）

類似団体平均値（平均値）

平成28年度全国平均

※　平成24年度から平成25年度における各指標の類似団体平均値は、当時の事業数を基に算出していますが、管路経年化率及び管路更新率については、平成26年度の事業数を基に類似団体平均値を算出しています。

全体総括

単年度の経営状況は特に問題ないが、給水需要も減
少の一途をたどることが想定されるので、将来設備
の更新の時代に入ったとき、施設のネットワークの
見直し、ダウンサイジング、スペックダウン等を行
い投資が将来の需要に見合った適切な規模となるよ
うにしなければならない。また、日常の経費の節減
のため近隣市町村との広域化を検討し、経営の効率
化を図らなければならない。さらに、経費削減のた
め水道事業に従事する人数を削減してきたが、今後
は技術の承継、人材の育成をどうするのか考慮する
必要がある。

「施設全体の減価償却の状況」 「管路の経年化の状況」 「管路の更新投資の実施状況」

2. 老朽化の状況について

①有形固定資産減価償却率　他団体と比較して資産
が老朽化しているが、管路以外の施設の老朽化が進
んでいるものである。施設の更新は必要であるが、
更新時期の見極め、費用と機能の両立を基本として
行うべきである。②管路経年化率　経年化率が低い
のは、管路更新を平成4年～15年にかけてかなり
行ってきたからである。今後も必要に応じ着実に
行っていかねばならない。③管路更新率　過去に
行っており、近年は比較的管路投資は少ない状況に
ある。「料金水準の適切性」 「費用の効率性」 「施設の効率性」 「供給した配水量の効率性」

2. 老朽化の状況

分析欄

1. 経営の健全性・効率性 1. 経営の健全性・効率性について

①経常収支比率　今のところ数値は平均を上回って
おり問題はないが、給水収益は減少が続くことが予
想されるので、経費の節減に努力しなければならな
い。②累積欠損金比率　累積欠損金は無い。今後も
赤字経営に陥らないよう心掛けなければならない。
③流動比率　流動性は確保されている。④企業債残
高対給水収益比率　年々良くなっているが、新規の
起債を行っていないのが要因である。⑤料金回収率
全国平均と比較しても良い結果となっており、現段
階では適正な料金水準といえる。⑥給水原価　全国
平均と比較してやや高めである。企業団体等が少な
い分給水需要も少なく、結果として給水原価が高く
なっている。⑦施設利用率　現在の給水人口が設備
投資当初の計画給水人口より少なく、結果として投
資が過大となっている。今後の施設更新に当たって
はスペックダウンを真摯に検討する必要がある。⑧
有収率　漏水調査を積極的に取り組んでいるので良
い数値となっている。

「経常損益」 「累積欠損」 「支払能力」 「債務残高」

－

- 72.01 97.85 4,104 13,920 48.20 288.80 【】

157.71 91.00 ■

資金不足比率(％) 自己資本構成比率(％) 普及率(％) 1か月20ｍ
3
当たり家庭料金(円) 現在給水人口(人) 給水区域面積(km

2
) 給水人口密度(人/km

2
)

法適用 水道事業 末端給水事業 A7 非設置 14,351

経営比較分析表（平成28年度決算）
山形県　白鷹町

業務名 業種名 事業名 類似団体区分 管理者の情報 人口（人） 面積(km
2
) 人口密度(人/km

2
)

0.00

0.50

1.00

1.50

2.00

2.50

3.00

3.50

4.00

4.50

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.20 0.41 0.02 3.99 0.10

平均値 0.60 0.71 0.68 1.65 0.47

102.00

104.00

106.00

108.00

110.00

112.00

114.00

116.00

118.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 114.02 114.62 113.87 117.21 115.34

平均値 108.33 107.95 109.49 111.06 111.34

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 44.68 46.62 51.91 53.73 55.44

平均値 37.80 38.52 46.67 47.70 48.14

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 3.88 3.87 5.98 0.00 5.97

平均値 8.22 9.43 10.03 7.26 11.13

①経常収支比率(％) 

0.00

2.00

4.00

6.00

8.00

10.00

12.00

14.00

16.00

18.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

平均値 15.69 13.47 9.49 9.35 10.13

0.00

500.00

1,000.00

1,500.00

2,000.00

2,500.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 1,979.64 1,805.76 455.23 520.27 575.65

平均値 1,159.41 1,081.23 406.37 398.29 388.67

0.00

50.00

100.00

150.00

200.00

250.00

300.00

350.00

400.00

450.00

500.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 384.60 364.50 340.21 316.30 286.51

平均値 458.00 443.13 442.54 431.00 422.50

85.00

90.00

95.00

100.00

105.00

110.00

115.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 107.30 105.24 107.38 112.27 110.06

平均値 96.27 95.40 98.60 100.82 101.64

172.00

174.00

176.00

178.00

180.00

182.00

184.00

186.00

188.00

190.00

192.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 186.14 190.16 186.83 179.15 182.58

平均値 186.94 186.15 181.67 179.55 179.16

0.00

10.00

20.00

30.00

40.00

50.00

60.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 43.88 42.25 41.63 40.36 40.95

平均値 54.51 54.47 53.61 53.52 54.24

70.00

75.00

80.00

85.00

90.00

95.00

100.00

H24 H25 H26 H27 H28

当該値 91.13 93.10 93.67 95.07 94.53

平均値 81.79 81.46 81.31 81.46 81.68

②累積欠損金比率(％) ③流動比率(％) ④企業債残高対給水収益比率(％) 

⑤料金回収率(％) ⑥給水原価(円) ⑦施設利用率(％) ⑧有収率(％) 

①有形固定資産減価償却率(％) ②管路経年化率(％) ③管路更新率(％) 

【114.35】 【0.79】 【262.87】 【270.87】 

【90.22】 【59.94】 【163.27】 【105.59】 

【47.91】 【15.00】 【0.76】 



様式第2号（法適用企業・収益的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

別紙２

（単位：千円，％）

年　　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１． (A) 295,793 286,387 284,404 281,337 278,228 275,239 272,234 268,024 265,023 262,019 259,222 256,460
(1) 282,407 274,046 271,031 268,033 264,992 262,072 259,138 256,221 253,275 250,316 247,553 244,820
(2) (B)
(3) 13,386 12,341 13,373 13,304 13,236 13,167 13,096 11,803 11,748 11,703 11,669 11,640
２． 11,871 10,504 11,111 10,860 9,637 9,637 9,425 9,332 9,258 9,197 8,954 8,081
(1) 1,435 651 1,493 1,337 123 120 120 120 120 120 120 120

1,435 651 1,493 1,337 123 120 120 120 120 120 120 120

(2) 10,071 9,853 9,618 9,523 9,514 9,517 9,305 9,212 9,138 9,077 8,834 7,961
(3) 365

(C) 307,664 296,891 295,515 292,197 287,865 284,876 281,659 277,356 274,281 271,216 268,176 264,541
１． 244,142 248,646 255,475 256,802 243,535 242,988 243,187 247,900 248,250 246,483 244,222 243,321
(1) 22,719 23,601 23,854 24,111 24,373 24,640 24,911 25,187 25,467 25,752 26,042 26,337

12,709 12,901 13,133 13,369 13,610 13,855 14,104 14,358 14,616 14,879 15,147 15,420

10,010 10,700 10,721 10,742 10,763 10,785 10,807 10,829 10,851 10,873 10,895 10,917
(2) 106,172 114,237 123,237 126,237 114,237 114,237 114,237 114,237 114,237 114,237 114,237 114,237

14,941 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794 15,794
27,740 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500 32,500
3,765 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655 3,655

59,726 62,288 71,288 74,288 62,288 62,288 62,288 62,288 62,288 62,288 62,288 62,288
(3) 115,251 110,808 108,384 106,454 104,925 104,111 104,039 108,476 108,546 106,494 103,943 102,747
２． 22,613 20,404 18,275 16,076 13,810 11,487 9,128 6,927 5,154 3,807 2,810 1,981
(1) 22,513 20,404 18,275 16,076 13,810 11,487 9,128 6,927 5,154 3,807 2,810 1,981
(2) 100

(D) 266,755 269,050 273,750 272,878 257,345 254,475 252,315 254,827 253,404 250,290 247,032 245,302
(E) 40,909 27,841 21,765 19,319 30,520 30,401 29,344 22,529 20,877 20,926 21,144 19,239
(F) 594 441
(G) 406
(H) 188 441

41,097 28,282 21,765 19,319 30,520 30,401 29,344 22,529 20,877 20,926 21,144 19,239
(I) 94,504 95,601 103,883 85,648 69,967 70,487 70,888 70,232 62,761 63,638 64,564 65,708
(J) 544,763 552,934 544,197 445,528 406,407 378,483 351,223 356,991 371,809 393,751 417,684 446,919

11,771 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983 10,983
(K) 94,635 98,292 100,490 100,947 102,747 101,092 92,443 80,721 70,317 65,319 56,658 49,900

5,963 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290 7,290
( I )

(A)-(B)

(L)

(M) 295,793 286,387 284,404 281,337 278,228 275,239 272,234 268,024 265,023 262,019 259,222 256,460

(N)

(O)

(P) 295,793 286,387 284,404 281,337 278,228 275,239 272,234 268,024 265,023 262,019 259,222 256,460

営 業 外 収 益

料 金 収 入
受 託 工 事 収 益
そ の 他

平成30年度

営 業 収 益

平成31年度 平成36年度 平成37年度 平成38年度 平成39年度平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

修 繕 費

補 助 金
他 会 計 補 助 金
そ の 他 補 助 金

長 期 前 受 金 戻 入

収 入 計
そ の 他

職 員 給 与 費
基 本 給
退 職 給 付 費
そ の 他

経 費

収

益

的

収

入

特 別 損 失

材 料 費
そ の 他

減 価 償 却 費
営 業 外 費 用
支 払 利 息

収

益

的

収

支

そ の 他
支 出 計

経 常 損 益 (C)-(D)
特 別 利 益

収

益

的

支

出

営 業 費 用

動 力 費

累 積 欠 損 金 比 率 （ ×100 ）

特 別 損 益 (F)-(G)
当 年 度 純 利 益 （ 又 は 純 損 失 ） (E)+(H)
繰 越 利 益 剰 余 金 又 は 累 積 欠 損 金
流 動 資 産

う ち 未 収 金
流 動 負 債

う ち 建 設 改 良 費 分
う ち 一 時 借 入 金
う ち 未 払 金

-- - - - - - - - - - -

健 全 化 法 施 行 規 則 第 ６ 条 に 規 定 す る
解 消 可 能 資 金 不 足 額

健 全 化 法 施 行 令 第 17 条 に よ り 算 定 し た
事 業 の 規 模

健全化法第22条により算定した
資 金 不 足 比 率

(（N）/（P）×100)

地方財政法施行令第15条第１項により算定した
資 金 の 不 足 額

営 業 収 益 － 受 託 工 事 収 益 (A)-(B)
地 方 財 政 法 に よ る
資 金 不 足 の 比 率

(（L）/（M）×100)

健 全 化 法 施 行 令 第 16 条 に よ り 算 定 し た
資 金 の 不 足 額



様式第2号（法適用企業・資本的収支） 投資・財政計画
（収支計画）

（単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

１．

２． 11,291 10,946 11,235 11,531 10,930 10,973 10,900 9,785 8,621 7,285 6,365 5,236

３．

４． 1,955 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800 1,800

５．

６．

７．

８．

９．

(A) 13,246 12,746 13,035 13,331 12,730 12,773 12,700 11,585 10,421 9,085 8,165 7,036

(B)

(C) 13,246 12,746 13,035 13,331 12,730 12,773 12,700 11,585 10,421 9,085 8,165 7,036

１． 50,913 67,329 72,551 163,000 108,000 93,000 93,000 63,000 63,000 63,000 63,000 63,000

２． 79,495 74,413 76,541 78,740 79,197 80,997 79,342 70,692 58,970 48,567 43,568 34,907

３．

４．

５．

(D) 130,408 141,742 149,092 241,740 187,197 173,997 172,342 133,692 121,970 111,567 106,568 97,907

(E) 117,162 128,996 136,057 228,409 174,467 161,224 159,642 122,107 111,549 102,482 98,403 90,871

１． 73,654 84,009 110,683 176,335 131,467 124,335 122,753 87,440 76,882 77,815 73,736 66,204

２． 40,000 40,000 20,000 40,000 35,000 30,000 30,000 30,000 30,000 20,000 20,000 20,000

３．

４． 3,508 4,987 5,374 12,074 8,000 6,889 6,889 4,667 4,667 4,667 4,667 4,667

(F) 117,162 128,996 136,057 228,409 174,467 161,224 159,642 122,107 111,549 102,482 98,403 90,871

(G)

(H) 809,135 734,723 658,182 579,442 500,245 419,248 339,907 269,215 210,244 161,678 118,110 83,202

○他会計繰入金 （単位：千円）
年　　　　　度 前々年度 前年度

区　　　　　分 （ 決 算 ）
決 算
見 込

3,750 2,908 3,691 3,466 2,184 2,112 2,041 1,974 1,918 1,874 1,840 1,811

3,120 2,538 3,089 2,864 2,184 2,112 2,041 1,974 1,918 1,874 1,840 1,811

630 370 602 602

13,246 12,746 13,035 13,331 12,730 12,773 12,700 11,585 10,421 9,085 8,165 7,036

13,246 12,746 13,035 13,331 12,730 12,773 12,700 11,585 10,421 9,085 8,165 7,036

16,996 15,654 16,726 16,797 14,914 14,885 14,741 13,559 12,339 10,959 10,005 8,847

平成38年度 平成39年度

企 業 債

う ち 資 本 費 平 準 化 債

他 会 計 出 資 金

平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度

計

そ の 他

平成36年度 平成37年度

他 会 計 補 助 金

他 会 計 負 担 金

(A)のうち翌年度へ繰り越さ
れる支出の財源充当額

純 計 (A)-(B)

資

本

的

支

出

建 設 改 良 費

う ち 職 員 給 与 費

企 業 債 償 還 金

他 会 計 長 期 借 入 返 還 金

資

本

的

収

入

他 会 計 へ の 支 出 金

そ の 他

計

他 会 計 借 入 金

国 （ 都 道 府 県 ） 補 助 金

固 定 資 産 売 却 代 金

工 事 負 担 金

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

合 計

平成38年度

資

本

的

収

支

補 塡 財 源 不 足 額 (E)-(F)

他 会 計 借 入 金 残 高

企 業 債 残 高

資本的収入額が資本的支出額に
不足する額     　　    (D)-(C)

補

塡

財

源

損 益 勘 定 留 保 資 金

利 益 剰 余 金 処 分 額

繰 越 工 事 資 金

そ の 他

計

平成39年度

収 益 的 収 支 分

う ち 基 準 内 繰 入 金

う ち 基 準 外 繰 入 金

資 本 的 収 支 分

平成32年度 平成33年度 平成34年度 平成35年度 平成36年度 平成37年度平成31年度平成30年度



用語解説 

 

施設能力 

認可上の計画１日最大配水量。 

 

施設利用率 

配水能力に対する配水量の割合を示すもの。数値が高いほど施設が効率的に

利用されていることを示す。 

 

有収水量 

水道料金の対象となった水量。 

 

有収率 

 供給した配水量に対して、水道料金の対象となった水量の割合。 

 

供給単価 

給水収益÷年間総有収水量。水道水 1㎥あたりの値段。 

 

給水原価 

 （経常費用－受託工事費－材料売却原価－付帯工事費－長期前受金戻入）／  

有収水量。水道水 1㎥あたりの経費。 

 

ダウンサイジング 

施設・整備の廃止・統合により規模を小さくすること。 

 

スペックダウン 

施設・整備の合理化、管路の口径縮小など。 

 

純利益 

 １事業年度の収益からすべての経費を差し引いた最終利益。 

 

内部留保資金 

実際に現金の支出がない費用（減価償却費）の計上によって生じた資金や、

過去の利益を積み立てた資金など、企業会計内部に留保している資金。 

 

利益剰余金 

公営企業の経営活動の結果として生じた利益。 

 

 


